
 

 

令 和 ６ 年 度 第 ２ 回 

野田市情報公開・個人情報保護審査会会議次第 

 日 時 令和６年１０月８日（火） 

               午後１時３０分から 

            場 所 市役所 低層棟４階 委員会室 

 

 

個人情報取扱事務について（公開） 

１ 報告事項 

(1) 物価高騰重点支援給付金に関する事務の変更について（生活支援課）  

(2) 特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用事務の変更について（子ど

も保育課） 

２ 諮問事項 保有個人情報訂正決定処分に対する審査請求について（非公開） 

 



 

令和６年９月２日 

 

（届出先）野田市長 

 

届出者 野田市長  

 

 

個人情報取扱事務登録簿変更届出書 

事 務 の 名 称 物価高騰重点支援給付金に関する事務（3200-25） 

届出部課等の名称 福祉部生活支援課 

変 更 年 月 日 令和６年７月１日 

変 更 の 理 由 給付金支給対象に調整給付が追加されたため。 

変 更 内 容 

・事務の目的欄中「世帯」の次に「及び定額減税しき

れない額がある者」を加える。 

・事務の概要に次のように加える。 

 定額減税しきれない額がある者については、令和６

年度分住民税及び令和６年分所得税（令和５年分所得

税額より推計）について、定額減税を行い、各税額が 

減税上限額に満たない場合に、調整給付金を支給する。

・事務の概要欄中「上述の給付金の支給対象世帯」を

「住民税均等割非課税世帯又は住民税所得割非課税世

帯」に改める。 

・事務の概要の次の部分を削除する。 

 「過去の給付金の登録口座等、本市で把握している

銀行口座または支給対象者が指定する口座に振り込む

旨の」 

備 考  

 



3200-25 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 市長 届出部課等の名称 福祉部 生活支援課 

関係課等の名称 児童家庭課 

届 出 年 月 日 R6.2.16 開 始 年 月 日 R5.12.1 最終変更年月日 R6.9.2 

事 務 の 名 称 物価高騰重点支援給付金に関する事務 

事 務 の 目 的 
物価・賃金・生活総合対策として、物価高が続く中で低所得の方々の生活を守るため、特
に家計への影響が大きい世帯及び定額減税しきれない額がある者に対し、給付金を支給
することで生活・暮らしの支援を行うもの。 

事 務 の 概 要 

 住民税均等割非課税世帯については、基準日において、同一の世帯に属する者全員が、
住民税均等割を課されていない世帯に対し、給付金を支給する。ただし、世帯員全員が課
税者の扶養を受けている世帯は除く。 
 住民税所得割非課税世帯については、基準日において、同一の世帯に属する者全員が、
住民税均等割が非課税又は住民税所得割のみが非課税の世帯に対し、給付金を支給する。
ただし、世帯員全員が課税者（住民税均等割のみ課税者を除く）の扶養を受けている世帯
は除く。 
 定額減税しきれない額がある者については、令和６年度分住民税及び令和６年分所得
税（令和５年分所得税額より推計）について、定額減税を行い、各税額が減税上限額に満
たない場合に、調整給付金を支給する。 
 住民税均等割非課税世帯又は住民税所得割非課税世帯で、国の定めた日以降に生まれ
たこどもを基準日において扶養している世帯には、こども加算を支給する。 
住民税については、当該年度住民税の賦課期日時点で本市に住民票がある者は、本市

の課税台帳より課税・非課税の別を判断する。本市に住民票がない者は、賦課期日時点の
市区町村の課税台帳より課税・非課税の別を判断する。 
基準日時点で支給要件を満たす住民税均等割非課税世帯及び住民税所得割非課税世帯

に対し、確認書を送付する。また、給付金の支給を受けた世帯の中からこどもを扶養して
いる世帯に対し、こども加算の案内を送付する。 
 確認書の提出は、窓口、郵送及び確認書に印字された二次元コードの読み取りによる
オンライン方式の方法による。 
 周知に当たっては、市報及び市ホームページのほか、生活困窮者相談窓口等にチラシ
を配架する。 

対 象 者 物価高騰重点支援給付金対象者 

収

集

項

目 

要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 □ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

■ 個人識別符号 ■ 本籍･国籍 ■ 家族情報   □ 学業・職業等 

□ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 振込先口座 ■DV避難事例に関する情報 ■施設入所等に関する情報 ■こども

の監護（扶養）の有無 
 

その他 ■ 本人確認書類等の提出書類に記載された情報  
 

収 集 先 

■ 本人 

□ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （市民課、子ども家庭総合支援課、障がい者支援

課、高齢者支援課、課税課、生活支援課、児童家庭課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（都道府県、他市区町村   ） 

□ 公の情報 （                       ） 

□ その他  （                       ） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（                      ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                    

主な提供項目（                       

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ □ クラウドコンピューティング ） 

□ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 □ 有⇒結合先：                    
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：物価高騰重点支援給付金に関する事務ファイル 
 

 



物価高騰重点支援給付金支給要件確認書
　物価高騰重点支援給付金について、令和６年度住民税の課税状況に基づき、支給条件の全てに該当す
ることが見込まれるため、お知らせします。次の内容を確認して、支給対象者に該当する場合は、令和６年
11月8日（金）（消印有効）までに、オンライン申請をされるか、この確認書を返送してください。

100,000円

①世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養となっていない
②世帯の全員が、住民税非課税者または均等割のみ課税者で構成されている
③令和６年６月３日現在で野田市に住民票（住民基本台帳の登録）がある
④他の市区町村において、同等の給付金を受給していない
⑤令和５年度物価高騰重点支援給付金の対象だった世帯でない（未申請・辞退を含む）

※①～⑤のすべてにあてはまる場合に限り、支給対象に該当し、給付金が受け取れます。
※①の内容について分からないときは、親や子など、親族に確認してください。
※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合、または、地方税法第294
条の規定により他の市区町村で住民税が課税されている方がいる場合は、支給対象
となりません。
※意図的に虚偽の記載をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
　支給要件を満たさない方が誤って給付金を受け取った場合は速やかに返還を申し出
てください。
※令和６年11月8日（金）までにオンライン申請または確認書の返送（消印有効）がない
場合は、本給付金の受給を辞退したとみなします。
※本給付金を辞退する場合は、返送の必要はありません。

国の経済対策に基づき、令和６年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯に、対して、
10万円の給付金を支給します。
確認書を送付いたしますので、オンライン申請をご利用いただくか、確認書（本書右部分表面裏面）へ

必要事項を記入いただき、同封の返信用封筒で返送してください。
確認書を受付後、順次支給いたします。ただし、不備が認められた場合には、支給が遅れることがあり

ます。
なお、オンライン申請または返送がない場合は本給付金の受給を辞退したとみなします。

物価高騰重点支援給付金のお知らせ

提出期限：令和６年11月8日（金）（消印有効）

https://www.city.noda.chiba.jp/
kurashi/seikatsu/kurashi/
1041376.html

この給付金は差押えされず、かつ、課税対象外です。
令和６年６月３日現在の情報で作成しております。

口座振込（裏面、「振込先口座指定欄」をご記入ください）

日中連絡可能な
電話番号



添付書類（必ず添付してください）

原本を貼り付けないでください。

振込先口座指定欄

大正･昭和･平成

代理人住所・連絡先

署名（または記名押印）対象
世帯主名

世帯主の方の氏名、確
認日、電話番号を記入し
てください。

【支給条件】を確認して
ください。

口座情報等を記入して
ください。

代理確認の場合、記入
してください。

金融機関コード

添付書類（必ず添付してください）

原本を貼り付けないでください。

振込先口座指定欄

大正･昭和･平成

対象
世帯主名

金融機関コード

①世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養となっていない
②世帯員全員が住民税非課税者又は均等割のみ課税者で構成されている
③令和６年６月３日現在で野田市に住民票（住民基本台帳の登録）がある
④他の市区町村において、同等の給付金を受給していない
⑤令和５年度物価高騰重点支援給付金の対象だった世帯でない（未申請・辞退を含む）

※①～⑤のすべてにあてはまる場合に限り、支給対象に該当し、給付金が受け取れます。
※①の内容について分からないときは、親や子など、親族に確認してください。
※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合、または、地方税法第294
条の規定により他の市区町村で住民税が課税されている方がいる場合は、支給対象
となりません。
※意図的に虚偽の記載をした場合は不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
　支給要件を満たさない方が誤って給付金を受け取った場合は速やかに返還を申し出
てください。

※本給付金を辞退する場合は、返送の必要はありません。

代理人住所・連絡先

署名（または記名押印）

※令和６年11月8日（金）までにオンライン申請または確認書の返送（消印有効）がない
場合は、本給付金の受給を辞退したとみなします。

日中連絡可能な
電話番号







物価高騰重点支援給付金に関する事務に係る個人情報取扱事務の登録に

ついて 

 

○物価高騰重点支援給付金について 

本給付金は、政府与党政策懇談会（令和５年 10 月 26 日）における総理指示及

び「デフレ完全脱却のための総合経済対策」（令和５年 11 月２日閣議決定）を踏

まえ、低所得者支援を行うものとされたものです。予算については、国の令和５

年度予備費として措置されております。 

 本事務は、住民税均等割非課税世帯及び住民税所得割非課税世帯（以下「低所

得者」という。）に対し、１世帯当たり 10 万円の給付金を支給し、その内 18 歳

以下の児童を扶養している子育て世帯に対し、児童一人当たり５万円の給付金

を加算して支給するものです。 

 また、課税者については、定額減税が適用される方で、所得税額及び個人住民

税額において、定額減税しきれない額がある者が対象となり、当該額を合算した

上で１万円単位に切り上げた額を調整給付として支給いたします。 

 

○制度概要 

 令和６年度低所得者支援については、令和５年度物価高騰重点支援給付金の

支給対象でなかった世帯であり、令和６年６月３日現在、野田市に住民登録があ

り、住民票上の世帯員全員が課税者の扶養を受けておらず、世帯員全員の令和６

年度住民税均等割が非課税の世帯又は世帯員全員が令和６年度住民税均等割の

み課税の世帯が対象となり、１世帯当たり 10 万円を支給いたします。こども加

算については、令和６年６月３日現在、令和６年度住民税均等割が非課税の世帯

又は令和６年度住民税均等割のみ課税の世帯で、18 歳以下の児童が世帯主に扶

養されていると考えられる場合に対象となり、児童１人当たり５万円を支給い

たします。 

 調整給付については、定額減税が適用される方で、所得税額及び個人住民税額

において、定額減税しきれない額がある者が対象となり、当該額を合算した上で

１万円単位に切り上げた額を支給いたします。 

 

○事務の流れ 

【低所得者支援】 
１ 基準日時点の住民基本台帳に記録されている者のうち、課税台帳上で住民

税均等割が賦課されていない者及び住民税所得割のみが賦課されていない者

を抽出する。抽出した者のうち、市に住民税の課税権が存しない該当者（令和

６年１月２日から基準日までの転入者）はマイナンバーによる情報連携を活



用して税情報を取得する。住民税均等割非課税世帯又は住民税所得割非課税

世帯に該当する場合、抽出した情報を支給台帳に記録し、委託業者に渡す。 

２ 市報等で制度周知を図るとともに、支給台帳上の情報を基に、住民税均等割

非課税世帯又は住民税所得割非課税世帯へ確認書をプッシュ型で送付する。 

３ 世帯主が支給条件を確認し署名した確認書を持参又は郵送により受け付け

るほか、確認書に印字された二次元コードを用いたオンライン手続も可能と

する。 

４ 受付後は要件等を確認し、支給決定通知を対象者に発出する。 

５ 登録口座へ支給額を振り込む。 

【こども加算】 

１ 給付金の支給決定を受けた世帯の中から、児童を扶養している世帯を抽出

する。 

３ 給付の案内をプッシュ型で送付する。 

２ 受取拒否又は口座変更の申出を確認した上で、こども加算の支給を決定す

る。なお、受取拒否の申出がなかった場合は、受給の意思があるものとしてこ

ども加算を支給する。 

【調整給付】 

１ 令和６年度住民税賦課に係る税情報を取得し、国から示された算定ツール

により、令和６年分所得税額を推計する。（令和６年度住民税については、実

額を使用する。） 

２ データを抽出し（推計所得税額、住民税額を含む）を委託業者に渡す。 

３ 市報等で制度周知を図るとともに、支給台帳上の情報を基に、対象者に対し

確認書をプッシュ型で送付する。 

３ 対象者が支給条件を確認し署名した確認書を持参又は郵送により受け付け

るほか、確認書に印字された二次元コードを用いたオンライン手続も可能と

する。 

４ 受付後は要件等を確認し、支給決定通知を対象者に発出する。 

５ 登録口座へ支給額を振り込む。 

 

○登録簿の収集項目の登録理由 

 上記によるほか、 

 ① DV 等避難者については、子ども家庭総合支援課より DV 等避難者の台帳の

提供を受け、避難先で住民登録をしていない場合は、DV を理由に避難してい

る旨の申出書を提出し、居住市町村（避難先）での申請を行うこととされてい

るため、「DV 等避難事例に関する情報」を登録します。 

 ② 措置入所者については、高齢者支援課及び障がい者支援課より措置台帳



の提供を受け、入所先で住民登録をしていない場合、措置を行った市町村が入

所施設へ確認書を発出することとされているため、「施設入所等に関する情報」

を登録します。 

 ③ 低所得者支援及び調整給付については、令和６年２月 16 日付け、「デフ

レ完全脱却のための総合経済対策に基づく令和六年度物価高騰対策給付金等

に係る特定公的給付への包括指定について」により、特定公的給付の包括指定

がなされることが示されました。これらにより、「公的給付の支給等の迅速か

つ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」第 10 条の規定にお

ける「内閣総理大臣が指定する公的給付」に指定されたことから、給付金の支

給に要する情報を、個人番号を利用して管理できるため、「個人番号」を登録

します。 

○本人以外の収集先と収集する情報について 

市民課：氏名、住所、個人番号、個人識別符号、家族情報 

子ども家庭総合支援課：DV 等避難事例に関する情報 

障がい者支援課：施設入所等に関する情報 

高齢者支援課：施設入所等に関する情報 

課税課：税情報（課税・非課税の別、所得情報） 

生活支援課：公的扶助（生活保護） 

児童家庭課：公的扶助（児童手当、児童扶養手当） 

都道府県：施設入所等に関する情報  

他市区町村：税情報（課税・非課税の別、所得情報） 



 

令和６年８月30日 

 

（届出先）野田市長 

 

届出者 野田市長 

 

 

個人情報取扱事務登録簿変更届出書 

事 務 の 名 称 特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用事務 

（3900-001） 

届出部課等の名称 健康子ども部子ども保育課 

変 更 年 月 日 令和６年８月30日 

変 更 の 理 由 

・直営保育所における利用中に必要な事務に関する項

目を追加したため。 

・直営保育所において新たに保育所ＩＣＴシステムを

導入するため。 

変 更 内 容 

・事務の概要欄中「９ 市は、直営の公立保育所の利

用中に必要な情報の提出を保護者に求め、書面及び電

磁的記録の管理を行う。」及び「10 市は、直営の公

立保育所の運営及び保育において必要な書類及び電磁

的記録を作成し、管理を行う。」を追加する。 

・収集項目に「性質・性格等、登降園時間、出欠席

等、意見・要望」を追加する。 

備 考  

 



3900-001 

個人情報取扱事務登録簿 

区 分 ■共通 □個別 

市の機関の名称 市長、教育委員会 届出部課等の名称 健康子ども部 子ども保育課 

関係課等の名称 学校教育部学校教育課 

届 出 年 月 日 H18.4.19 開 始 年 月 日 S48.4.1 最終変更年月日 R6.8.30 

事 務 の 名 称 特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用事務 

事 務 の 目 的 

子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定、特定教育・保育施設及び地域型保育
事業による保育の利用調整（事業所内保育事業の従業員枠を除く。）及び決定、保育料の
決定、給食費（副食費及び主食費。満３歳以上教育・保育給付認定子どもに限る。）に関
する事務並びに利用中に必要な事務及び子どもが健康・安全で情緒の安定した生活がで
きる環境で保育を行うため。 

事 務 の 概 要 

１ 特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用を希望する保護者（以下、「保護者」
という。）は、市に対し、教育・保育の必要性・必要量の認定（以下「教育・保育給付
認定」という。）を受けるための申請書及び保育の利用を希望する場合（事業所内保育
事業の従業員枠を除く。）は、申込書を提出する。 

２ 市は、教育・保育給付認定の可否を決定し、保護者に通知する。 
３ 市は、教育・保育給付認定を行った保護者のうち、利用調整を行った保護者につい
て、利用の可否を決定し、保護者に通知する。 

４ 市は、利用の決定を受けた保護者（施設から利用の決定を受けた保護者も含む）に
関する家族情報、収入、市町村民税の課税状況を確認し、保育料を決定し、保護者に
通知する。 

 （公立保育所については、延長保育料についても決定し、保護者に通知する。） 
５ 市は、４の情報により、満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費の徴収
免除対象者を決定し、保護者に通知する。 

６ 市は４の情報により、満３歳以上教育・保育給付認定子どもに係る直営の公立保育
所及び公立幼稚園の主食費の徴収免除対象者を決定する。 

７ 市は、直営の公立保育所及び公立幼稚園を利用する保護者に対し、給食費（副食費
及び主食費）の額及び徴収額を通知する。 

８ 市は、特定教育・保育施設及び地域型保育事業者に対し、在籍する子どもについての
２及び４について通知し、５及び６の徴収免除対象者を通知する。 

９ 市は、直営の公立保育所の利用中に必要な情報の提出を保護者に求め、書面及び電
磁的記録の管理を行う。 

10 市は、直営の公立保育所の運営及び保育において必要な書類及び電磁的記録を作成
し、管理を行う。 

対 象 者 
特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用を希望する児童、その保護者及び同居の
祖父母等 

収

集

項

目 
要配慮個人
情報 

□ 人種 □ 信条 □ 社会的身分 ■ 健康情報 ■ 障がい □ 犯罪関係 
 

上記以外の
項目 

■ 氏名 ■ 住所 ■ 年齢・生年月日 ■ 性別 ■ 連絡先 ■ 個人番号 

□ 個人識別符号 □ 本籍･国籍 ■ 家族情報   ■ 学業・職業等 

■ 収入・支出 □ 資産 ■ 税情報   ■ 公的扶助 

■ 性質・性格等 ■登降園時間 ■出欠席等 ■意見・要望 
 

その他 □       □      □       
 

収 集 先 

■ 本人 

■ 本人の親族 

■ 市の機関又は議会 （市民課、課税課、生活支援課、障がい者支援課、

児童家庭課、学校教育課） 

■ 他の行政機関等又は他団体の議会（他市区町村の住民基本台帳担当

課、課税担当課、生活保護担当課、障がい担当課、児童扶養手当担当

課） 

□ 公の情報 （                       ） 

■ その他  （保護者の雇用主） 
 



経常的な目的外
利用・提供先 

□ 目的外利用有⇒利用する事務の名称：                    

主な利用項目（              ） 

□ 目的外提供有⇒利用する事務の名称：                     

主な提供項目（              ）         

□ 市の機関又は議会（                  ） 

□ 他の行政機関等又は他団体の議会（           ） 

□ その他 （                      ） 
 

目的外利用・提供の理由（法第69条第1項又は第2項） 

□ 1項（法令） □ 2項1号（本人同意・本人提供） 

□ 2項2号（相当理由利用） □ 2項3号（相当理由提供） 

□ 2項4号（統計作成、学術利用、本人利益、特別理由提供） 
 

外 部 委 託 等 
■ 外部委託     （ ■ クラウドコンピューティング ） 

■ 指定管理者による管理   
 

電子計算機結合 ■ 有⇒結合先：株式会社ディー・エス・ケイ 
 

個人情報ファイ
ル簿 

■ 有⇒ファイルの名称：特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用事

務ファイル 
 

 



1 

 

「特定教育・保育施設及び地域型保育事業利用事務」のうち、直営保育所にお

いて収集する個人情報の追加について 

 

１ 事務の概要について 

  野田市立中根保育所、福田保育所及び乳児保育所（以下、直営保育所）の

利用中に必要な情報の提出を保護者に求め、書面により、提出をしていただ

いております。 

また、国の保育所保育指針において保育所は、「保育を必要とする子どもの

保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設」

とされていることから、その目的を達成するため、子どもの状況や発達過程

等を直営保育所にて記録し、指導計画の作成や子どもの健康状態並びに発育

及び発達状態の把握等を行っております。 

  なお、保護者との連絡手段をシステム化し、保育所業務等をデジタル化す

ることで保護者負担の軽減並びに保育の質の向上を図ることを目的に保育所

ＩＣＴシステムの導入を行うことから、上記の事務においては、現在紙媒体

での記録が主となっておりますが、段階的に電磁的記録としていきます。 

   

２ 事務の内容について 

  直営保育所を利用する上で必要となる情報があった場合、直営保育所の職

員から保護者に対して情報の提出を依頼します。 

  また、保育を行う上で必要となる子どもの情報については、直営保育所の職

員が記録を行い、指導計画等の作成等に使用しています。 

  保育所ＩＣＴシステムの導入については、直営保育所においてタブレット

端末又はパソコンを使用し、当該システムを利用することで保育業務のデジタ

ル化を行うものです。登降園管理や出欠連絡、健康状態の記録、連絡帳、指導

計画・日誌等の帳票管理等を行うことができます。 

 

３ 収集する個人情報について 

  直営保育所で収集する個人情報については、指導計画の作成や子どもの健

康状態並びに発育及び発達状態の把握等を行うため、要配慮個人情報である

健康情報、障がい情報を収集項目とし、それ以外の項目として家族情報、性質・

性格等、登降園時間、出欠席等、意見・要望に関する情報になります。 

   

 

 


